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・人口　  　  総人口/ 28,294 人

男/　 13,862 人

女/ 14,432 人

・世帯数 総世帯/　　11,528 世帯

・町の木　　やまもも

・町の花　　つつじ

・町の鳥　　うぐいす

                   （平成30年３月３１日現在）

須　恵　町　の　概　要　

ます。

が進んでいます。

福岡空港から車で20分の福岡都市圏に属し、福岡市のベッドタウンとしての開発

　須恵町は、福岡県の中央部よりやや北西寄りに位置し、北は篠栗町、東は飯塚市、

南は宇美町、西は志免町および粕屋町に接しています。また、須恵町と篠栗町にま

たがる若杉山、町の中央部を東西に流れる須恵川など、豊かな自然にかこまれてい

　福岡市の中心部から約１０㎞に位置することもあり、ＪＲ博多駅から車で25分、

須恵町
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昭和４９年 12 月 住民センター「あおば会館」に図書室を設置

平成　７年　 6 月 1 日 あおば会館の１階部分を改装し、須恵町立図書館として開館
（ブラウン式貸出　貸出冊数１人5冊）

平成１１年  9 月 16 日 須恵町立図書館管理運営規則施行

9 月 20 日 須恵町立図書館設置条例施行

10 月 31 日 ブックリサイクル開始（「翔けすえ」にて）

平成１２年  6 月 1 日 雑誌リサイクル開始

10 月 1 日 図書館コンピューターシステム機器導入（NEC LICS-RⅡ）
・貸出冊数１人１０冊となる

 
平成１３年　 4 月 1 日 福岡都市圏広域利用開始

8 月 2 日 第１回布の絵本製作講座開催

平成１４年　 9 月 12 日 第２回布の絵本製作講座開催（全５回）

平成１５年　 4 月 1 日 インターネット用パソコン設置

6 月 28 日 工作教室開始（毎月第４土曜日）

8 月 26 日 ブックスタート開始（毎月１回）

平成１６年 2 月 8 日 第１回読書ボランティア１日養成講座開催

5 月 16 日 第２回読書ボランティア養成講座開催（全３回）　

平成１７年 5 月 26 日 第１回図書館ボランティア会議（年３回）

8 月 21 日 図書館開館１０周年記念講演会開催　講師　内田麟太郎氏

10 月 30 日 青少年科学館「出前科学あそび教室」開催

平成１８年 6 月 16 日 「まなビック」連携「絵本読み聞かせ講座」開催（全５回）

8 月 9 日 「徳永玲子のおはなしの時間」開催

8 月 26 日 第１回夏休み特別企画工作教室開催

平成２０年 8 月 23 日 九州産業大学「緒方泉先生と学生による工作教室」開催

平成２２年 2 月 22 日 第１回須恵町内読書感想文コンクール表彰式

3 月 6 日 図書館会館１５周年記念講演会開催 講師 よしながこうたく氏

11 月 22 日 国民読書年記念講演会開催　講師　藤田浩子氏

平成２３年 5 月 10 日 ブックキャラバンカー講談社「おはなし隊」開催

平成２４年 3 月 10 日 須恵おはなし会「２００回記念おはなし会」開催

平成２５年 2 月 11 日 Ｐ.Ｃ.新システム入れ替え

平成２７年 10 月 駐車場増設

11 月 29 日 図書館開館２０周年記念講演会開催　講師　今森光彦氏

平成２９年 4 月　 1 日 須恵町立図書館協議会条例施行

　図 書 館 の 沿 革
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■名称　 須恵町立図書館

■所在地 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１１６７番地の１
　　　　　　　　　　　　　　　（あおば会館１階）

■開館年月日 平成７年（１９９５年）６月１日

■建設面積 ８５３㎡

■構造 鉄筋コンクリート造

■配置図
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①開館時間     　  午前１０時～午後６時

②休館日           月曜日（祝日の時はその翌日が休館）

５月３日～５月５日　年末年始（１２／２８～１／４）

毎月最終木曜日（図書整理日）

特別整理期間（年一回１０日間程度）

③貸出用件 須恵町民　または町内に通勤通学している人

広域利用者（福岡都市圏１７市町に居住する人）

④登録方法 住所が確認できるもの（免許証・保険証・学生証　等）提示

⑤貸出冊数 図書・雑誌一人１０冊まで（布の絵本は１つまで）

⑥貸出期間 ２週間

⑦団体貸出 町内の学校、幼稚園、保育所及び各種団体（要登録）

１団体につき原則１００冊まで２ヵ月間貸出

⑧サービス 貸出・予約・リクエスト・相互貸借・レファレンス

コピー　１枚１０円（白黒のみ）

DVD視聴（１日１回館内視聴のみ）

⑨インターネット インターネット用パソコン一台設置（１人１回３０分まで）

予算管理

利用者登録

督促・弁償

子ども教育課 電算

選書･発注(図書･映像資料)

受入(図書･映像資料･雑誌)

貸出・返却

予約･リクエスト･相互貸借

レファレンス

行事・催し

図　書　館　奉　仕図　書　館　奉　仕図　書　館　奉　仕図　書　館　奉　仕

サービス

図書館の組織と業務図書館の組織と業務図書館の組織と業務図書館の組織と業務

資料設備

庶務

図書館社会教育課

教育委員会
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１．基本方針

 須恵町立図書館は、生涯学習推進の町である須恵町に住むすべての人が気軽に、親しみ

の持てる図書館を目指します。「知りたい」「見たい」という個人の学習ニーズに応え、

生涯にわたり学び続けることができるよう支援し、暮らしに役立つ図書館として、また

読書が個人の楽しみのひとつとなるよう、常に新鮮で適切な資料構成を維持・充実させ、

図書館が本と人との橋渡しとなるよう努めます。

 そのため、図書館法の定めの下、本町の図書館の立地や設備等も考慮しつつ、質・量と

もに利用者の期待に最大限応えることができるよう、資料の貸出とレファレンスサービ

スを中心にサービスを行います。

 また、利用者のプライバシーを保護するため、業務上知り得た事実を外部にもらさない

ことを保障します。

２．目標とする図書館

（１）町民の求める資料を確実に提供できる図書館

（２）文字・活字文化を大切にし、その振興をはかる図書館

（３）須恵町の歴史・文化を知る拠点として郷土資料の収集・保存・提供に努め、未来へ
         継承していくことのできる図書館

（４）子どもたちへのサービスを積極的に行う図書館

（５）高齢の方や障害を持った方たちにとって思いやりのある図書館

（６）住民と図書館員が共に創り育てていく図書館

（７）学校図書館、他の公共図書館等と連携を密にし、相互に協力する図書館

（８）町の実態に合わせた資料の収集・保存・提供ができる図書館

３．図書館サービス

（１）子どもたちへのサービス

　　　子どもたちにとって新鮮で、知的好奇心を刺激するような魅力的な図書を多く提供

　　　できるよう努めます。日頃より本に親しむような環境づくりを心がけ、読書の習慣

　　　や生涯を通して学ぶことの大切さを知り、図書館を上手に使える術を身につけるこ

　　　とができるよう学校図書館とも協力・連携していきます。また、赤ちゃんの「こと

　　　ば」と「こころ」を育むきっかけであるブックスタート事業を推進します。

（２）ヤングアダルトへのサービス

　　　学生等の調査、研究の援助を積極的に行い、その年代が求めている資料を提供でき

　　　るよう努めます。閲覧室の使用は基本的に調査・研究用の机の延長として、利用を

　　　図ります。

（３）大人へのサービス

　　　図書館資料を求めに応じて迅速、確実に提供できるよう努め、多様な利用者に対応

　　　したサービス上の配慮を行います。

須恵町立図書館運営方針

5



（４）図書館利用に障害を持った方へのサービス

　　　常に、館内を利用しやすい環境づくりに努めるとともに、大活字本・点字図書の収

　　　集に努めます。

（５）郷土資料・行政資料サービス

　　　地域に根ざした図書館として、生活に密着した情報を提供するとともに、須恵町の

　　　歴史・文化を広く知ってもらうために資料の収集・保存・提供を推進します。

（６）調査研究へのサービス

　　　町民の調査、研究、読書相談等に積極的に応じ、必要とする資料の提供に努めます。

　　　また、その便宜をはかるため著作権の範囲内において所蔵資料の複写サービスを行

　　　います。

（７）視聴覚資料のサービス

　　　メディア等の普及に伴って、話しことばの乱れや文字が正しく書けないなど、こと

　　　ば（文字）に対する意識の低下が国民的な課題となっています。その一方で、過度

　　　な映像情報の受容により、心身への悪影響も指摘されています。このような現状を

　　　踏まえ、当館としては、活字図書に重点をおいた図書館資料の充実に努めながら、

　　　可能な限り視聴覚資料の収集・提供に努めます。

（８）その他のサービス

　　　読書推進をはかるため、ボランティアを含む各事業に積極的に取り組みます。また、

　　　町民の図書館に対する理解と関心を高めるために計画的な広報活動を行います。

４．収集する資料の種類

　収集する資料は、次のとおりとする。

（１）図書　※以下の資料は除外する。ただし、代替できない場合は、この限りではない。

・学習参考書　・記入式の資料　・貸出できない付録がある資料
・しかけの多い資料

（２）逐次刊行物（機関紙を除く）

（３）小冊子

（４）地図（福岡県周辺に限る）

（５）須恵町に関する郷土・行政資料

（６）視聴覚資料

（７）障害者用資料

５．図書館職員の任務

（１）司書は図書館サービスの充実向上を図るとともに、高度で多様な要求に応えるため

　　　に最善の努力をはらいます。また、自らの能力を高めるよう研修・研鑽を重ね、専

　　　門的技量を高めるよう努力します。

（２）館長は公共図書館の基本的任務を自覚するとともに、教育機関の長としての主体性
　
　　　と責任を認識し、よりよい図書館運営に努めます。
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（１）予算の推移 

28度当初予算額 29年度当初予算額 30年度当初予算額

9,060,000 8,350,000 8,000,000

1,076,281 931,189 1,038,383

37,381 37,715 38,953

（２）図書館費の比較

28年度決算額 29年度決算額 30年度予算額

給与

職員手当

共済費

賃金

委託費

備品購入費　等

36,027 38,010 38,953

図書資料購入費

視聴覚資料購入費

新聞

雑誌

うち自主事業費 ブックスタート 324 213 200

23,163

 （単位：千円）

予　算 ・ 決　算

（単位：千円）

一般会計総予算

教育費

図書館費

15,790

6,500

1,134

6,000

1,121

5,999

1,150

14,547

合計

うち資料購入費

22,822

15,188

人件費

物件費

21,480
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統　計統　計統　計統　計

①過去5年間の状況

蔵書冊数（冊）蔵書冊数（冊）蔵書冊数（冊）蔵書冊数（冊）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
一般書 68,476 71,431 72,478 73,884 76,255
児童書 17,022 17,743 18,250 19,238 20,262
総数 85,498 89,174 90,728 93,122 96,517

雑誌(タイトル） 80 80 80 86 86
新聞(タイトル） 6 6 6 6 7
視聴覚資料(本) 750 803 851 711 713

登録者数　（累計人数）登録者数　（累計人数）登録者数　（累計人数）登録者数　（累計人数） ＊利用可能者のみの数

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
町内 8,887 9,255 9,533 10,055 10,431
町外 990 1,049 1,132 1,195 1,259
合計 9,877 10,304 10,665 11,250 11,690

入館者数 ・利用(貸出)者数・ 貸出冊数入館者数 ・利用(貸出)者数・ 貸出冊数入館者数 ・利用(貸出)者数・ 貸出冊数入館者数 ・利用(貸出)者数・ 貸出冊数

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
開館日数(日) 284 281 284 287 282
入館者数(人) 35,795 34,531 34,040 36,822 35,734
利用者数(人) 22,483 21,601 21,317 22,538 21,327
貸出冊数(冊) 107,480 105,591 103,522 109,946 103,328

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
入館者数(人) 35,795 34,531 34,040 36,822 33,903
利用者数(人) 22,483 21,601 21,317 22,538 20,811
貸出冊数(冊) 107,480 105,591 103,522 109,946 103,779

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

入館者数(人) 利用者数(人) 貸出冊数(冊)
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統　計（平成29年度） 

②蔵書構成
冊数

一 般 書 78,409

児 童 書 21,227

雑 誌 4,118

AV 715

合  計合  計合  計合  計 104,469

一般書内訳一般書内訳一般書内訳一般書内訳

冊数
   ０　総    記 1,674
   １　哲　 学 2,491
   ２　歴    史 7,069
   ３　社 会 科 学 7,057
   ４　自 然 科 学 3,951
   ５　技　 術　 5,221
   ６　産　 業 1,845
   ７　芸　 術 8,222
   ８　言　 語 909

   ９　文    学 39,970

合  計合  計合  計合  計 78,409

　別置内訳

   Ｂ　文庫 12,010
   Ｌ　大活字 425
   Ｋ　郷土 1,010
　T　点字 8
   O　大薮文庫 467

児童書内訳児童書内訳児童書内訳児童書内訳

冊数
   ０　総    記 259
   １　哲    学 186
   ２　歴 　史 674

 ３　社 会 科 学 1,007
 ４　自 然 科 学 1,573

   ５　技　 術　 639
   ６　産　 業 330
   ７　芸　 術 1,027
   ８　言　 語 204
   ９　文　 学 6,017
    E　絵　 本 8,892
    P　紙 芝 居 419
合　計合　計合　計合　計 21,227

　別置内訳
    Ｋ　郷土 6
 　T　点字 12
    N　布の絵本 95

０ 総 記
１ 哲 学

２ 歴 史

３ 社 会 科

学

４ 自 然

科 学

５ 技 術

６ 産 業

７ 芸 術８ 言 語

９ 文 学

一般書

児童書

雑誌

AV

０ 総 記 １ 哲 学

２ 歴 史

３ 社 会 科 学

４ 自 然 科 学

５ 技 術

６ 産 業

７ 芸 術

８ 言 語

９ 文 学

E 絵 本

P 紙 芝 居
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町内登録者 ＝

人　口

貸出冊数 ＝

人　口

貸出冊数 ＝

登録者数

貸出冊数 ＝

蔵書冊数

資料購入費

人　口

蔵書冊数

人　口

④地区別登録者数(累積）・地区別貸出冊数 

地区名 登録者数(人) 地区名 貸出冊数(冊)
新   原 968 南米里 3,539
甲植木 965 川子１ 1,735
乙植木 480 川子２ 2,616
須   恵 1,331 佐   谷 3,630
一番田 536 旅   石 3,426
城   山 432 山の神 2,818
藤   浦 171 西   原 511
長   礼 164 旭ヶ丘 1,349
大島原 824 恵   西 1,262
上須恵 1,262 昭   穂 2,260

計計計計 87,49987,49987,49987,499
宇美町 483 春日市 0
志免町 202 大野城市 24
篠栗町 87 太宰府市 21
粕屋町 103 那珂川町 0
久山町 8 宗像市 0
新宮町 6 福津市 0
古賀市 13 糸島市 0
福岡市 306 その他 0

筑紫野市 18
計計計計 10,59210,59210,59210,592

※団体貸出し及び相互貸借分は含まない 合　計合　計合　計合　計 98,09198,09198,09198,091

1,614円×103,779冊－                   円＝                     円　

冊冊冊冊

 これを人口27,812人で割ると、図書館を利用することにより町民一人あたり

5,315
734

円を還元したことになります。  （人口：H30.3.31現在）

貸出冊数(冊)
6,456

3.63.63.63.6
104,469

28,294
＝

1,421 145

277
224

1,597 210

冊冊冊冊

③図書館サービス指標　

10,719

28,294

103,779

28,294

登　録　率
％％％％

3.63.63.63.6

＝ 38383838

人口１人あたり
貸出冊数 ＝

円円円円

冊冊冊冊

103,754

7,149,000

28,294

回回回回

252252252252

98,091

12,022

103,779
＝

＝

＝

実質貸出密度

蔵書回転数

12,504

　所蔵図書の平均単価×貸出冊数－諸経費（人件費＋物件費）＝税金の還元

町
内

7,511

162

4,667

11,488 384
6,568

人口１人あたり
資料購入費

人口１人あたり
蔵書冊数

＝

＝

行　政　効　果

6,826

統　計（平成29年度）

10,71910,71910,71910,719

町
外

512
314

9
32

1,588
51

5
2
6

4,552

7

8.18.18.18.1

2,392
1,097

12,02212,02212,02212,022
1,3031,3031,3031,303

12
22
16

7

446
389

登録者数(人)
615

1.01.01.01.0
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⑤貸出冊数（月別）

開館日数(日) 入館者数(人) 利用者数(人) 一般書(冊) 児童書(冊) 雑誌(冊) 合計(冊)

４月 25 3,101 1,816 5,091 2,646 555 8,292

５月 22 3,024 1,811 4,835 3,256 494 8,585

６月 25 3,001 1,834 4,957 3,073 491 8,521

７月 25 3,691 2,027 5,354 3,546 472 9,372

８月 26 3,870 2,053 5,359 3,535 451 9,345

９月 24 2,936 1,892 5,177 3,899 530 9,606

１０月 25 3,185 1,753 5,007 3,092 459 8,558

１１月 25 2,835 1,801 4,525 3,569 484 8,578

１２月 22 2,629 1,662 4,738 3,996 466 9,200

１月 14 1,580 1,088 3,454 2,223 310 5,987

２月 22 2,659 1,704 4,882 3,075 572 8,529

３月 26 3,223 1,886 5,281 3,362 563 9,206

合計 281281281281 35,73435,73435,73435,734 21,32721,32721,32721,327 58,66058,66058,66058,660 39,27239,27239,27239,272 5,8475,8475,8475,847 103,779103,779103,779103,779

※団体貸出・町外及び相互貸借冊数も含む

一般書(冊) 児童書(冊) 雑誌(冊)

４月 5,091 2,646 555
５月 4,835 3,256 494
６月 4,957 3,073 491
７月 5,354 3,546 472
８月 5,359 3,535 451
９月 5,177 3,899 530
１０月 5,007 3,092 459
１１月 4,525 3,569 484
１２月 4,738 3,996 466
１月 3,454 2,223 310
２月 4,882 3,075 572
３月 5,281 3,362 563

統　計（平成29年度）統　計（平成29年度）統　計（平成29年度）統　計（平成29年度）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

貸出冊数

一般書(冊) 児童書(冊) 雑誌(冊)
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☆予約(リクエスト）サービス☆

　　ご希望の本が貸出し中の場合、予約をすることができます。返却され次第連絡します。
　　また、所蔵していない本は購入するか、他の図書館から借受けします。

　予約 1,692件 　リクエスト 566件

（相互貸借含む）

☆相互貸借による資料提供サービス☆

　　ご希望の資料を所蔵していない場合、他の図書館から借受けて貸出しています。
　　福岡県立図書館など４5の公共図書館と相互貸借しています。

　借受け　 202冊 　貸出し　 530冊

☆レファレンスサービス☆

　　利用者の方が必要な本をより早くご提供できるように、資料を調べてご案内します。
　　調査、研究や身近な疑問の調べ物についてお手伝いしています。

　レファレンス総数　 114件

☆複写サービス☆

　　著作権法第31条に基づいて、当館所蔵の資料を複写（コピー）することができます。

　コピー件数 47件 　コピー枚数 156枚

☆インターネットサービス☆

　　窓口で受付後、１人３０分以内利用できます。

122人

☆視聴覚サービス☆

　　713本の視聴覚資料を所蔵し、館内でのみ視聴できます。（１人1日1回まで）

　視聴覚利用者　 881人

☆団体貸出配本サービス☆

　　町内の小・中学校と幼稚園、保育所の要望に応じて、毎月選書した本を届けています。

　　　※サービスの状況は次項参照

　インターネット利用者　

サービス件数

12



冊数 冊数 冊数

アザレア幼児園 874 16 54

れいんぼー保育園 500 福岡みらい子ども劇場 4 30

251 47 ロバの耳 82

南幼稚園 250 やまももルーム 50 わん・ぴいす 13

わかすぎの杜保育園 4 シルバー人材センター 48 第一小読書ボランティア 36

須恵第一小学校 1,218 3 第二小読書ボランティア 3

須恵第二小学校 244 100 14

須恵第三小学校 772 18 78

須恵中学校 233 遊びの広場つくしんぼ 12

須恵東中学校 200 4

5,1585,1585,1585,158 冊冊冊冊

雑誌　８６　タイトル雑誌　８６　タイトル雑誌　８６　タイトル雑誌　８６　タイトル 新聞　7　誌（日刊　7誌，夕刊　５誌）新聞　7　誌（日刊　7誌，夕刊　５誌）新聞　7　誌（日刊　7誌，夕刊　５誌）新聞　7　誌（日刊　7誌，夕刊　５誌）

　　　　　　　　
　

すてきにハンドメイド

SUMAI no SEKKEI

朝日新聞　　　　　朝刊・夕刊
西日本新聞　　　   朝刊・夕刊
日本経済新聞　　   朝刊・夕刊
毎日新聞　　　　　朝刊・夕刊
読売新聞　　　　　朝刊・夕刊
西日本スポーツ　   朝刊

ナンバー

平成２9年４月現在
ミセス
モア
モエ
山と渓谷
ランナーズ
歴史街道
歴史人

きょうの健康
きょうの料理
クーヨン

団体貸出　

団体名

杉の子文庫

須恵町役場

須恵おはなし会

団体名 ボランティア団体名

すえまちおひさまおはなし会

れいんぼー幼稚園

東洋経済
ベースボール

週週週週
刊刊刊刊
（（（（

６６６６
））））

隔隔隔隔
週週週週
刊刊刊刊

（（（（

６６６６
））））

サンデー毎日
週刊朝日
週刊新潮
週刊文春

オレンジページ

テニスマガジン
図書館雑誌

レタスクラブ
アサヒカメラ
安心
囲碁講座
一枚の絵
栄養と料理
オール讀物
かがくのとも
家庭画報

GOLF  TODAY

シティ情報ふくおか
趣味の園芸
将棋講座
スクリーン

ｓｍａｒｔ
相撲
壮快
たくさんのふしぎ
旅の手帖
たまごクラブ
短歌
ちいさなかがくのとも
CHANTO
釣春秋

剣道日本
子供の科学

こどものとも　年中向き

こどものとも
こどものとも　012
こどものとも　年少版

クロワッサン
日経パソコン
婦人公論

時刻表

月月月月
刊刊刊刊

毎日が発見

月月月月
刊刊刊刊
（（（（

６６６６
１１１１
））））

月月月月
刊刊刊刊

子づれでチャチャチャ

ＣＯＭＯ

ドゥーパ！
レクリエ

園芸ガイド
この本よんで

パッチワーク教室
別冊　暮しの手帖
別冊　旅の手帖

犬吉猫吉
暮しの手帖

サッカーマガジン
３分クッキング

文藝春秋
本の雑誌

美的
ビーパル
ひよこクラブ
福岡Walker

新聞　新聞　新聞　新聞　

毎日小学生新聞　　朝刊

隔隔隔隔
月月月月
刊刊刊刊

（（（（

6666
））））

そそそそ
のののの
他他他他
（（（（

7777
））））

美しいキモノ

おひさまくらぶ

認定こども園　明道館

甲植木ボランティアの会

第三小読書ボランティア

社会教育課

須恵町立図書館

non･no
俳句
バスケットボール
バドミントン・マガジン
母の友
バレーボール

なごみ
日経トレンディ
ニュートン

雑誌・新聞リスト　　

合計合計合計合計
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年１回実施事業

中学生未満 中学生以上

11:00 幼児～ 11 10 21
14:00 幼児～小学生 14 5 19

誰でも(小学生未満

は保護者同伴)

家読におすすめの本・「よい絵本」

の展示　おはなしﾘﾚｰ　工作教室

10 作品名「たまごたまご」

17 講師：布の絵本制作ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　

24 　　　　わん･ぴいす､宮本共子氏 2
7 受講生作品展示 (託児)

14          6月12日～6月26日

3 土 10:00 雑誌リサイクル 誰でも 図書館 廃棄雑誌の無料配布 一人5冊

誰でも(小学生未満 和室と 紙飛行機を作って飛ばそう

は保護者同伴) ２階体育館 講師：早川眞吾氏

須恵おはなし会による特別おはなし会

おはなし会の後、工作と遊び

16 土 町内小学生・スキル　ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ 読書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･読書ﾘｰﾀﾞｰの養成 16 8 24
30 土 を学びたい人 研修室 講師：河井律子氏 16 10 26
21 土 廃棄図書の無料配布

22 日 一人10冊まで

オリジナルしおり作り 誰でも 窓口前特設 ﾗﾐﾈｰﾄ加工のしおり作り 227

11:00 幼児～ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・読書ﾘｰﾀﾞｰ･職員 8 10 18

14:00 幼児～小学生 合同のおはなし会 18 6 24

ｵﾘｼﾞﾅﾙしおり作り　ﾌﾞｯｸﾘｻｲｸﾙ

おはなしﾘﾚｰ　工作教室

12 3 日 14:00 クリスマス工作教室
誰でも(小学２年生
未満保護者同伴）

和室
 カラーセロファンのステンドグラ
ス 23 14 37

学校司書・PTA役員 ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ 家読の意義についての講演

図書館職員 研修室 講師：河井律子氏

年２回以上実施事業

中学生未満 中学生以上

ボランティア会議（３回） 図書館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 閲覧室 ボランティアと図書館の情報交換 0 20 20

図書館協議会 図書館協議会委員 閲覧室 図書館運営に関する協議・報告 0 24 24

図書館見学（２回） 小学生３校、引率 図書館 町内小学生の館内見学 230

職場体験（２日間） 須恵中生徒４人 0 4 4
職場体験（２日間） 須恵東中生徒３人 0 3 3

毎月実施事業

中学生未満 中学生以上

14:00 すえまちおひさまおはなし会 58 23 81

14:00 須恵おはなし会 114 41 155

14:00 ロバの耳 60 20 80

10:20 あかちゃんおはなし会① ０歳～ 70 69 139

11:00 あかちゃんおはなし会② １～３歳 67 57 124

15:30 もくもくつみき ４歳～ ボランティアによるつみきあそび 87 37 124

14:00 工作教室 幼児～ 職員による工作教室 105 48 153
４か月児健診時に絵本２冊を無料

保健センター配布､事業説明、読みきかせ･わら

べうたの実演、図書館の利用案内

事業名 対象 会場 内容
参加者数

計

21 23

7 22 土 14:00 夏休み特別工作教室 26 20

116平均来館者数

平成29年度　図書館の行事

4

15 土 おはなしリレー 和室
図書館ボランティア6グループ
による合同おはなし会

23 7 20

15(土)～23（日） こどもの読書週間 誰でも 図書館

土 14:00 特別工作教室 和室 布貼りの図書館カード入れ 13

月 日 曜日 時刻

布の絵本制作講座
（全5回）

全日程参加でき
る人　無料託児
(町内1歳以上)

ｱｻﾞﾚｱﾎｰﾙ
大会議室

46

8 12 土 14:00 夏のスペシャルおはなし会 誰でも 和室 6 2 8

5

6

水 10:00

300

21(土)～29（日） 227

21(土)～29（日） としょかんまつり 誰でも 図書館

10:00
読書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･読書ﾘｰ
ﾀﾞｰ養成講座（全2回）

10:00 ブックリサイクル

特別工作教室
誰でも(小学２年生
未満保護者同伴）

和室・閲覧室

誰でも 閲覧室 79 221

平均来館者数 158

1 29 月 19:30 家読研修会 36

メモリアルタペストリー 25 14 39

29 日 おはなしリレー 和室

28

0 36

土 14:00

内容
年間参加者数

計

第２土曜日

第３土曜日

第３木曜日

和室

9/14　11/10　 230

8/29.30
図書館 町内中学生の職場体験

8/31　9/1

5/25　9/28　2/22

実施日 事業名 対象 会場

7/27　10/26　3/7

9

10

254 254 508

第３木曜日

第４土曜日

4か月児
健診日

14:00 ブックスタート
4か月児
保護者

第２土曜日

年間参加者数
計実施日 時刻 事業名 対象 会場 内容

第１土曜日

幼児～
おはなしの

部屋
ボランティアによるおはなし会
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ボランティア会議

図書館の行事の打ち合わせやボランティア団体同士の情報交換を行っている。

年３回　図書館閲覧室にて　

参加団体　：　７団体（ボランティア団体：5　地域文庫：2）

ボランティア団体 活　動　内　容

図書館ボランティア 平成１６年度図書館ボランティア養成講座受講生で、平成１６年７月２５

「ロバの耳」　 日図書館ボランティアの会として発足。同年１２月から、毎月第3土曜日

代表：有隅　美苗 14時から「おはなし会」を開催している。毎月、町内福祉施設でも「お

（会員　６名） はなし会」を実施している。

須恵布の絵本の会 平成１４年度布の絵本製作講座受講生を主体に同年１１月１５日発足。

「わん・ぴいす」 毎月４回（第１～第４水曜）に制作活動を実施。図書館主催の布の絵本

代表：野瀬　雅子 製作講座の準備、受講生の指導を行う。図書館まつりのおはなしリレー等

（会員　２０名） で作品を活用した読み聞かせを行う。

布絵本の会すぎの子 平成１８年度より杉の子文庫から独立。毎月第1、2土曜、第4火曜日に定

代表：吉松  喜美子 例会、カナダ日系博物館との交流、福祉施設への作品の寄贈等を行なって

（会員　9名） いる。

地域文庫　団体名 活　動　内　容

毎週土曜日１０時～１６時半まで開館し、読み聞かせ、工作、ビデオ鑑賞、

七夕会、クリスマス会などを開催。　

乙植木文庫 毎週金曜日１５時～１７時まで図書の貸出を行う。

杉の子文庫　

図書館ボランティア活動

的に「おはなし会」を開催している。
（会員　６名）

代表：喜多村　富久美

須恵おはなし会　　　　　　　　　　　　　　　　
平成４年１月１７日発足。平成７年６月図書館開館と同時に毎月第2土曜

日14時から「おはなしのへや」を開催。平成２４年３月に２00回記念を

行う。その他町内の小・中学校、幼稚園、保育所、子育て支援施設で定期

3木曜日10時２０分から0歳児と保護者、11時から1～３歳児と保護者を

おはなし会」、第1土曜日に「おはなし会」を開催している。

すえまちおひさまおはなし会

代表：永吉　由美子

（会員　３名）

平成１７年３月１５日発足し、同年４月２１日から活動開始する。毎月第

対象に、絵本の読み聞かせ、わらべうた、手遊びなどによる「あかちゃん

15



☆須恵町立図書館でのボランティア団体の活動☆須恵町立図書館でのボランティア団体の活動☆須恵町立図書館でのボランティア団体の活動☆須恵町立図書館でのボランティア団体の活動

●布の絵本製作布の絵本製作布の絵本製作布の絵本製作

・毎月第1～4水曜日10：00から12：00

須恵布の絵本の会「わん・ぴいす」が製作・寄贈。

　28年度の作品は『おかあさん』『だれのうち？』

布の絵本製作講座の準備、指導も「わん・ぴいす」が行なっている。

●おはなし会●おはなし会●おはなし会●おはなし会

・毎月第１・２・３土曜日１４：００から、幼児・小学生向けのおはなし会を開催。

・毎月第３木曜日１０：２０から赤ちゃん向けのおはなし会を開催。

（０歳　１０：２０～,　１・２・３歳　１１：００～）

・担当グループ

　　第１土曜日・第３木曜日：「すえまちおひさまおはなし会」

　　第２土曜日：「須恵おはなし会」
　　（※８・１２月は特別なおはなし会）

　　第３土曜日：図書館ボランティア「ロバの耳」

平成２８年度　おはなし会参加者数
第１ 第２ 第３
土曜 土曜 土曜 ０歳 1～３歳

４月 1 4 4 2
５月 8 13 8 23 22
６月 11 28 11 22 21
７月 3 11 6 19 21
８月 6 9 14 11 19
９月 5 14 15 13 25
１０月 10 18 5 15 12
１１月 14 12 9 16 10
１２月 7 22 14 12
１月 8 15 12 12 15
２月 11 19 14 14 24
３月 14 11 7 23 14
合計 98 176 101 186 197

総合計 758758758758 人

第３木曜
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第1条　

第2条        
改正(平13教委規則第4号)

第3条　

(事業)(事業)(事業)(事業)
第4条　

改正(平21教委規則第2号)

第5条　

第6条　

改正(平13教委規則第3号)

第7条　

第8条　

第9条　

第10条　

改正(平12教委規則第2号)

第11条　

改正(平13教委規則第3号)

(1)　別表１に定める市町村に在住するもの
(2)　須恵町内(以下「町内」という。)に所在する職場に勤務するもの
(3)　町内に所在する学校、幼稚園に通学、通園する者
(4)　その他教育委員会が特に適当と認めたもの　

2　複写に要する費用は実費とし、利用者の負担とする。　

(個人貸出の対象)(個人貸出の対象)(個人貸出の対象)(個人貸出の対象)
図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げるものとする。

入館者は、図書館資料及び設備器具等を著しく汚損又は損傷若しくは紛失したときは、教育委員会

(図書館資料の複写)(図書館資料の複写)(図書館資料の複写)(図書館資料の複写)
図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第３１条
に規定する範囲において、これを行うことができる。

(利用の制限)(利用の制限)(利用の制限)(利用の制限)
教育委員会は、この規則又は図書館職員の指示に従わない者に対して、図書館資料及び施設の利用
を一時停止し、又は禁止することができる。

(損害の賠償)(損害の賠償)(損害の賠償)(損害の賠償)

入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)　他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2)　所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(3)　館内での飲食又は喫煙をしないこと。

(4)　特別整理日(毎年15日以内で、教育委員会が定める期間)
2　前項の規定にかかわらず教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(入館者の心得)(入館者の心得)(入館者の心得)(入館者の心得)

(1)　月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる
       ときは、その翌日とする。
(2)　5月3日から5月5日まで及び12月28日から翌年1月4日まで
(3)　図書整理日(毎月最終木曜日)

2　前項の規定にかかわらず、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これ
     を変更することができる。
(休館日)(休館日)(休館日)(休館日)

図書館の休館日は、次のとおりとする。

図書館の開館時間は、10時から18時までとする。

  (8)　他の図書館、学校、公民館、その他の機関との連絡及び協力
  (9)　「福岡県公共図書館等相互貸借規程」による図書館資料の相互貸借
(10)　読書団体との連携及び協力並びに読書団体活動の促進
(11)　地域文庫活動への援助及び育成

  (6)　広報活動、読書資料の発行及び頒布
  (7)　時事に関する情報、参考資料の紹介及び提供

(12)　その他図書館の目的達成のために必要な事業　

(開館時間)(開館時間)(開館時間)(開館時間)

  (3)　読書案内及び読書相談
  (4)　調査及び研究の援助
  (5)　読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料の展示会等の主催及び奨励

図書館職員は、図書館資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を
漏らしてはならない。

図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の業務を行う。
  (1)　図書館資料の収集、整理、保存及び提供

須恵町立図書館管理運営規則

の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会が天災、
その他やむを得ない事由があると認めたときは、これを免除することができる。

この規則は、須恵町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営等について
必要な事項を定めるものとする。

図書館に館長、司書、その他図書館業務の遂行に必要な職員を置く。

(趣旨)(趣旨)(趣旨)(趣旨)

(職員)(職員)(職員)(職員)

(利用者の秘密を守る義務)(利用者の秘密を守る義務)(利用者の秘密を守る義務)(利用者の秘密を守る義務)

  (2)　個人貸出し及び団体貸出し
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第12条　

第13条　

第14条　

改正(平13教委規則第6号)

第15条　

第16条　
(貸出の制限)(貸出の制限)(貸出の制限)(貸出の制限)
第17条　
(団体貸出)(団体貸出)(団体貸出)(団体貸出)
第18条　

第19条　

第20条　

第21条　

第22条　

(補足)(補足)(補足)(補足)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定めるものとする。

附　則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附　則(平成12年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附　則(平成13年1月19日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附　則(平成13年6月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附　則(平成13年10月17日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附　則(平成21年5月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附　則(平成21年9月18日教委規則第5号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。

 

(施設の利用)(施設の利用)(施設の利用)(施設の利用)
和室及び閲覧室は、図書館活動の一環としての資料提供の場であり、図書館が主催して行う各種
行事又は読書サークル等図書館活動に関連がある諸団体が開する行事に使用することができる。

教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(寄贈及び寄託)(寄贈及び寄託)(寄贈及び寄託)(寄贈及び寄託)

図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。また、その取扱いについては他の図書館
資料と同様とし、一般の利用に供することができる。

図書資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ所定の団体貸出申込書を提出しなけれ
ばならない。

(団体貸出の期間等)(団体貸出の期間等)(団体貸出の期間等)(団体貸出の期間等)
図書資料の貸出冊数は1団体につき100冊以内とし、その貸出期間は2箇月以内とする。ただし、

図書資料の貸出しを行うことができる。
2　前項の規定により、団体貸出しを受けることができる団体は、団体としての活動が確かであり、かつ、
     その運営が適切に行われていると認められる町内の団体とする。
(団体貸出の手続)(団体貸出の手続)(団体貸出の手続)(団体貸出の手続)

(視聴覚資料)(視聴覚資料)(視聴覚資料)(視聴覚資料)
館内で視聴覚資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。

貴重資料その他教育委員会が特に指定した資料は、貸出しを行わないものとする。

図書館は、学校、幼稚園、保育園又は地域等を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、

教育委員会が特に必要があると認めたときはこの限りではない。

(貸出期間の延長)(貸出期間の延長)(貸出期間の延長)(貸出期間の延長)
貸出期間の延長は、その資料貸出しに支障がない限り返却日から2週間を限度として延長するこ
とができる。ただし、貸出期間の延長は、その期間内に申出のあった者に限る。

(個人貸出冊数及び期間)(個人貸出冊数及び期間)(個人貸出冊数及び期間)(個人貸出冊数及び期間)
図書館資料の貸出冊数は1人につき10冊以内とし、その貸出期間は2週間以内とする。ただし、

貸出券を紛失したとき、又は図書館利用カードに記載した内容に変更が生じたときは、速やかに
教育委員会にその旨を届け出なければならない。

2　貸出券の紛失又は破損の届出を出した者は、再発行を受けることができる。
3　貸出券は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(個人貸出の手続)(個人貸出の手続)(個人貸出の手続)(個人貸出の手続)
図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ所定の図書館利用カード申請書を提出し
て、図書貸出券(以下「貸出券」という。)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(貸出券紛失の届けと責任)(貸出券紛失の届けと責任)(貸出券紛失の届けと責任)(貸出券紛失の届けと責任)

4　貸出券が登録者以外の者によって使用され、図書館資料の紛失等の損害が生じたときは、
     その責めは登録者が負うものとする。

別表 １ （第１１条関係）

福岡市 筑紫野市 春日市 大野城市

宗像市 太宰府市 糸島市 古賀市
宇美町 那珂川町 篠栗町 志免町

須恵町 新宮町 久山町 粕屋町
福津市
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　　　８　新規購入リクエストについては、年間一人１０件までとする。

　　　４　専門書・辞書・事典のリクエストは受付けない。
　　　５　問題集・赤本等のリクエストは受付けない。
　　　６　視聴覚資料のリクエストは受付けない。
　　　７　依頼の合計は最大５件までとする。

　　　２　返却は期限内に行わなければならない。
　　　３　資料に汚損・破損があるときは、申出を行い職員の指示を受けなければならない。
　　　４　資料と付録は必ず一緒に返却しなければならない。

（資料の返却）
第９条　図書館資料の返却の際は、以下の事項を守らなければならない。

（資料の相互貸借）
第８条　他館から資料の貸出を受けることができるが、以下の事項を守らなければならない。
　　　２　依頼の申請ができるのは、町内の利用者に限る。
　　　３　資料の期限延長は、借受期限内を限度とする。
　　　４　資料の返却は直接窓口で行う。

（資料のリクエスト）
第７条　未購入資料のリクエストを行うことができるが、以下の事項を守らなければならない。
　　　２　リクエストする資料は、貸出を基本とする。
　　　３　リクエストができるのは、町内の利用者に限る。

　　　６　予約割当の連絡がつかない場合は、依頼の取消しを行う。
　　　７　利用者の貸出状況によって予約の順番が変更される場合がある。　
　　　８　依頼の合計は最大５件までとする。

　　　２　貸出中の資料のみ予約することができる。
　　　３　雑誌の最新号は予約することができない。
　　　４　予約は窓口にて行うことができる。
　　　５　予約割当の連絡後１週間以内に貸出を受けることができる。

　　　９　視聴覚資料の貸出を受けることはできない。
（資料の予約）
第６条　貸出中の資料を予約することができるが、以下の事項を守らなければならない。

　　　５　利用者カード１枚で２週間１０冊までの貸出を受けることができる。
　　　６　資料の貸出期限延長は、期限内で予約が無いときに行うことができる。
　　　７　期限切れの資料を家族・関係者が貸出を受けることができない。
　　　８　最新の雑誌の貸出を受けることはできない。

第５条　図書館資料の貸出を受けるには、以下の事項を守らなければならない。
　　　２　利用者登録の申請を行い、利用者カードの発行の手続きを行う。
　　　３　利用者登録の申請ができるのは、本人及び保護者とする。
　　　４　利用者カードの利用は、本人及び保護者とする。

須恵町立図書館利用内部規程

　　　７　複写は、図書館職員が行う。
　　　８　ゼンリン住宅地図は複写の対象外とする。
（資料の貸出）

　　　３　複写できる用紙のサイズは、Ｂ５・Ａ４・Ｂ４・Ａ３の４種に限られる。
　　　４　複写は、白黒に限られる。
　　　５　申込の状況によっては、翌日以降の受渡しとする。
　　　６　当日の新聞，雑誌の最新号の複写は行わない。

（趣旨）
第１条　この内部規程は、須恵町立図書館管理運営規則第２３条の規定に基づき、須恵町立図書館

第３条　利用者は、次に掲げる次項を守らなければならない。
　　　２　他の利用者に迷惑をかけないこと（私語・電話・騒音・悪臭等）。　

　　　２　貸出時間は、１７時５５分までとする。
　　　３　各種申込（資料の予約以外）の受付時間は、１７時３０分までとする。
（利用者）

（資料の複写）
第４条　利用者の希望に応じて著作権法の範囲内で図書館資料の複写ができる。
　　　２　複写に要する費用は実費（１枚１０円）とし、利用者の負担とする。

　　　５　館内での飲食または喫煙をしないこと。
　　　６　館内で撮影または録音をしないこと。
　　　７　館内のコンセントを私的に流用しないこと。
　　　８　館内でパソコン・ゲーム機を利用しないこと。

（以下「図書館」という。）の利用に関し具体的な次項を定める。
（開館・利用時間）
第２条　図書館の開館時間は、１０時から１８時までとする。

　　　３　資料を無断で持ち出さないこと。
　　　４　資料をトイレに持ち込まないこと。
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（返却ポスト）

　　　　９　申込者以外の視聴覚室への入室はできない。（保護者を除く）

第１０条　閉館・休館中に返却ポストの利用ができるが、以下の事項を守らなければならない。
　　　　２　開館中は利用できない。
　　　　３　付録にディスク資料がある場合は利用できない。

第１１条　貸出期限を１ヵ月超過した資料を督促状態とする。
　　　　２　督促の対象者に電話・封書での連絡を行う。
　　　　３　督促資料が残っている場合は、貸出を受けることができない。
　　　　４　督促資料の返却当日は、貸出を受けることができない。

　　　　４　資料に汚損・破損がある場合は利用できない。
　　　　５　他館からの借受資料には利用できない。
（督促）

　　　　３　費用の支払いは、窓口・銀行で行うことができる。
　　　　４　特別な理由を証明できる場合は、弁償を免除することができる。
（視聴覚資料）

（弁償）
第１２条　図書館の資料を汚損・破損・紛失させた場合は、弁償を行わなければならない。
　　　　２　弁償は、同一資料の持込か同等の購入費用によって行われる。

　　　　５　１０月～３月までの期間は、小学生以下の鑑賞時間を１７時までとする。
　　　　６　館内資料以外の鑑賞はできない。
　　　　７　ヘッドホン・イヤホン以外での鑑賞はできない。
　　　　８　申込者以外の鑑賞はできない。

第１３条　視聴覚資料を館内で鑑賞することができるが、以下の事項を守らなければならない。
　　　　２　視聴覚資料の貸出を受けることはできない。
　　　　３　外部機器への接続、外部記憶媒体等の使用はできない。
　　　　４　ビデオ鑑賞者は、必ず最後まで巻戻しを行う。

（インターネット）
第１４条　インターネットの利用者端末を閲覧できるが、以下の事項を守らなければならない。
　　　　２　１日１回３０分利用することができる。

　　　１０　大音量での鑑賞はできない。（特別な場合を除く）
　　　１１　コード・ケース・リモコンを破損させない。
　　　１２　予約して呼出時不在のときは順番を変更する。
　　　１３　鑑賞時間は、１７時５０分までとする。

　　　　７　反社会的な内容のウェブサイトへの接続はできない。
　　　　８　売買等の契約行為はできない。
　　　　９　ゲームの利用及びこれに準ずる行為はできない。
　　　１０　営利を目的とした行為はできない。

　　　　３　プリントアウトはできない。
　　　　４　外部機器への接続、外部記憶媒体等の使用はできない。
　　　　５　検索の代行やウェブサイトの説明等は行わない。
　　　　６　公共の場での閲覧にふさわしくないウェブサイトへの接続はできない。

　　　１１　法令に違反するまたは違反するおそれのある行為はできない。
　　　１２　プライバシーや著作権など、他人の権利を侵害する行為はできない。
　　　１３　利用を申し込んだ本人以外の者に席を利用させることはできない。
　　　１４　カメラ・携帯電話等での撮影行為はできない。
（寄贈）
第１５条　図書館に資料を寄贈することができる。
　　　　２　視聴覚資料の寄贈を受付けることはできない。
　　　　３　受付ける資料は、利用可能な資料に限る。

第１７条　この内規は、正当な理由があれば図書館長の判断によって変更することができる。

　　　　４　資料登録の判断は職員が行うものとする。
　　　　５　個人以外の寄贈は受付けない。
（閲覧室）

　　　　５　利用の状況によっては退室を求めることがある。
　　　　６　行事などにより閉鎖することがある。
（補足）

第１６条　館内にある閲覧室を利用することができる。
　　　　２　閲覧室の利用は、館内資料の閲覧者の利用を優先とする。
　　　　３　閲覧室の利用時間は、１７時５０分までとする。
　　　　４　私語、飲食、携帯電話・パソコンの使用は禁止とする。

附則
この規則は、公布の日から施行し、平成２６年4月1日から適用する。
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1 火花 又吉直樹 文藝春秋

2 騎士団長殺し　第１部 村上春樹 新潮社

3 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館

1 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

2 バムとケロのさむいあさ 島田ゆか 文溪堂

3 かいけつゾロリのじごくりょこう 原ゆたか ポプラ社

累積統計（平成７年６月１日～平成30年３月３１日）

第１　図書館は資料収集の自由を有する
第２　図書館は資料提供の自由を有する
第３　図書館は利用者の秘密を守る
第４　図書館はすべての検閲に反対する

一般書

児童書

ランガナタンの図書館学の５法則

ベストリーダー（平成29年度）

冊

人

自由を守る。　　　　　　　　　　　　　　　1979年 　改 訂（注文）

　図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、
資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
　この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで

2,217,643

903,327

貸出冊数

入館者数

第３法則　すべての本をその読者に
第２法則　本はすべての人のためにある
第１法則　本は利用するためのものである

第４法則　読者の時間を節約せよ
第５法則　図書館は成長する有機体である

図書館の自由に関する宣言



 至志免

　　JRでお越しの場合
博多駅より約３０分
福北ゆたか線から長者原駅で香椎線（宇美方面）に乗り換え　須恵中央駅で下車　
駅から徒歩約７分

　　バスでのお越しの場合
３・３６番　アザレアホール前から徒歩約２分　　 ５番　須恵町役場前から徒歩約４分

　　お車でお越しの場合
九州自動車道福岡ICより約２０分　　須恵スマートICより約５分　　福岡空港より約２０分

　　HP：http://www.town.sue.fukuoka.jp/site/tosyokan/
SUE TOWNSUE TOWNSUE TOWNSUE TOWN

　　編集　須恵町立図書館須恵町立図書館須恵町立図書館須恵町立図書館
　　〒８１１－２１１４
　　福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１１６７－１（あおば会館１階）

　　Tel：０９２－９３２－６３６４０９２－９３２－６３６４０９２－９３２－６３６４０９２－９３２－６３６４　　Fax：０９２－９３２－６３６９

須恵交番

須恵町立図書館須恵町立図書館須恵町立図書館須恵町立図書館

（あおば会館）（あおば会館）（あおば会館）（あおば会館）

カルチャーセンター

武道場

社会福祉協議会

地域活性化センター

須恵中学校

天神ノ木

大島原

ミニストップ

アザレアホール

須恵町役場

須恵中央駅

至飯塚

アザレアホール前

須恵町役場前

九州自動車道
須恵スマートIC須恵スマートIC入口

セブンイレブン

須恵中央

古宮


